
こども家庭庁は、ひとり親家庭のお母さん・お父さんの雇用と活躍を
後押しするため、積極的な取組を行う企業を表彰しています。
こども・子育てと仕事の両立を応援する企業の皆様からの応募を
お待ちしております！！

はたらく母子家庭・父子家庭
応援企業表彰

＼令和７年度／

応募締切

令和８年
１月30日(金)

表彰の基準

（１）ひとり親家庭の親の雇用に積極的に取り組んでいる企業・団体
　①ひとり親家庭の親の就業促進について理解があること
　②ひとり親家庭の親が継続的に就業可能となっているなど、職場環境が良好であること
　③ひとり親家庭の親を相当数雇用していること　等

（２）母子・父子福祉団体等に相当額の事業の発注を行っている企業・団体
　母子・父子福祉団体等又はひとり親家庭の親に対する年間発注割合が一定以上であること　等

応募方法

応募用紙※に必要事項を記入の上、「こども家庭庁支援局家庭福祉課就業支援係」まで
メール又は郵送（当日消印有効）で応募してください。
※ 応募用紙は、こども家庭庁ホームページに掲載しています。

【お問合せ】

こども家庭庁 支援局 家庭福祉課 就業支援係
kateifukushi.shuugyoushien@cfa.go.jp

（こども家庭庁ホームページ）


